
【 資 料】

継続情報： 薬剤耐性（ AMR） 対策アク ショ ンプラン

（ 2023 －2027 ） に基づく AMR対策の推進
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本年4 月に、 新たに「 薬剤耐性（ AMR） 対策アク ショ

ンプラン（ 2023 －2027 ）」（ 新アク ショ ンプラ ン） が公表

さ れたこ と を、 前回お知ら せし たと おり です1 ）。 今般、

新アク ショ ンプラ ンの実効性のある取組の一層の強化を

求めて、 農林水産省消費・ 安全局長通知である 「 薬剤耐

性（ AMR） 対策アク ショ ンプラ ン（ 2023 －2027 ） の策

定に基づく 薬剤耐性対策の推進について」1 ）が発出さ れ

ました。 今回の通知は地方自治法に基づく 技術的助言と

さ れたこ と から 、2023 年7 月4 日付け（ 畜産第50002 号）

で北海道農政部長から北海道獣医師会長宛てに、 会員の

皆様に対して概要を紹介し、 内容について承知および取

組みへの理解、 協力を要請さ れました。 そこ で今回は要

請内容の概要について紹介したいと 思います。 なお、 本

通知には、 こ れまでの取組みや成果指標の達成状況、 そ

して新アク ショ ンプランでの取組と 成果指標についても

言及さ れていますので、 ご一読をお勧めいたします。

要請文では薬剤耐性対策の推進強化についての対応方

針の主な内容を、 家畜・ 家きん分野、 養殖水産分野、 愛

玩動物分野の皆様に対して周知徹底さ せるこ と になって

います。

1 ． 家畜・ 家きん分野

＜家畜・ 家きんの飼育者＞

・ 感染症の発生を予防するこ と によ り 抗菌剤の使用機会

を減らすため、 飼養衛生管理基準を遵守するこ と

・ 獣医師が抗菌剤を使用した時は、 投薬履歴を帳簿に記

載して少なく と も 3 年間は保存するこ と 。 記載内容は

動物用抗菌剤の名称、 用法及び用量、 使用年月日、 場

所、 動物の種類、 頭羽数、 出荷制限期間などです。

・ 用法・ 用量、 休薬期間などの取り 扱い上の注意事項に

関する獣医師の指示に従い、 定期的に指示内容を確認

するこ と

・ 農場従事者が自らの健康管理に留意し、 手洗い及び消

毒を徹底するこ と

・ 抗菌剤の廃棄に当たっては、 獣医師の指示に従う こ と

＜獣医師＞

・ 農場の飼養衛生管理の水準の向上を図るため、 感染症

の発生を予防するこ と

・ 薬剤感受性試験を実施し 、 適切な抗菌剤を選択すると

と も に、 治療効果を見極めて変更の必要性を判断する

こ と

・ 抗菌剤の予防的投与は極力避けるこ と

・ 指示書の発行にあたっては、 出荷制限期間を家畜・ 家

きん飼育者に明確に指示し、 発行した指示書に有効な

期間を明示するこ と

・ 獣医師が使用した抗菌剤について、 農場の帳簿への記

載を徹底するこ と

2 ． 養殖水産分野

獣医師及び養殖業者は、 引き続き 「 水産用医薬品の使

用に関する 記録及び水産用抗菌剤の取り 扱いについ

て」3 ）を遵守するこ と

3 ． 愛玩動物分野

＜獣医師＞

・ ヒ ト と 愛玩動物と の間における薬剤耐性菌の相互伝播

リ スク を低減するために、 必要に応じて、 原因病原体、

感染状況などを的確に把握し、 治療方針を決定するこ

と

・ 愛玩動物用の抗菌剤と して承認さ れたものを優先的に

使用し、 ヒ ト 用の抗菌剤や国内未承認医薬品の使用は

極力避けるこ と

・ フルオロキノ ロン系、 第三世代セファ ロスポリ ン系な

どヒ ト の医療上重要な抗菌剤*は、 薬剤感受性試験の

結果などを受け、 第一次選択薬が無効な場合にのみ使

用するこ と

・ 愛玩動物の飼育者に抗菌剤を処方する場合は、 用法・

用量など取扱い上の注意事項に関する必要な事項を確
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実に指示し、 適正に使用さ せるこ と

＜愛玩動物の飼養者＞

・ 抗菌剤の特性やリ スク についての情報を獣医師から受

け、 獣医師から 指示さ れた用法・ 用量、 使用上の注意

などに従って適切に使用するこ と

・ 抗菌剤の投与を受けた治療中の愛玩動物の糞便、 尿、

唾液、 粘膜、 傷口などに接触した場合には、 薬剤耐性

菌の感染リ スク を鑑み、 よ り 一層手洗いの励行などに

務めるこ と

＊著者注： 愛玩動物における第二次選択薬の定義は明確

にさ れていません。 一般には、 フルオロキノ ロン系、 第

三世代セファ ロスポリ ン系、 カルバペネム系、 グリ コペ

プチド 系などの医療上重要な抗菌剤を指します。 なお、

EUでは2023 年2 月から カルバペネム系、 グリ コ ペプチ

ド 系などの抗菌剤の愛玩動物を含む動物への使用が禁止

さ れています。
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